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令和４年８月臨時会会議録 

 

 

令和４年８月９日 火曜日 午前１０時００分開会 

議 長 髙 橋 富美子     副議長 奥 山 省 三 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   新  田  道  尋  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   庄  司  里  香  議員 

  ９番   佐  藤  文  一  議員    １０番   山  科  正  仁  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   髙  橋  富 美 子  議員    １７番   佐  藤  卓  也  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 荒 澤 精 也  子育て推進課長 
兼福祉事務所長 加 藤   功 

農 林 課 長 柏 倉 敏 彦  商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  教 育 長 高 野   博 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 武 田 信 也  総 務 主 査 笠 原 佳 子 

主 任 小 松 真 子  主 事 秋 葉 佑 太 
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議 事 日 程 

令和４年８月９日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第１ 会議録署名議員指名 

日程第２ 会期決定 

日程第３ 議案第３７号令和４年度新庄市一般会計補正予算（第４号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

髙橋富美子議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  これより令和４年８月新庄市議会臨時会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

  なお、クールビズ期間でありますので、暑い

場合には上着を脱いでいただいて構いません。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

髙橋富美子議長 日程第１会議録署名議員の指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において押切明弘さん、下山准一さ

んのお二人を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

髙橋富美子議長 日程第２会期決定を議題といた

します。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長佐藤卓也さん。 

   （佐藤卓也議会運営委員長登壇） 

佐藤卓也議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る８月２日午前10時より、議員協議会室に

おいて議会運営委員５名出席の下、執行部から

副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席

を求め、議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました令和４年８月臨時会の運営について協

議したところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては、本日８月９日、１日と決

定いたしました。 

  このたび提出されます案件は、議案第37号令

和４年度新庄市一般会計補正予算（第４号）の

補正予算１件であります。 

  案件の取扱いにつきましては、臨時会であり

ますので、委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、８月９日、本

日１日としたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は８月９日、１日と決しました。 

 

 

日程第３議案第３７号令和４年度

新庄市一般会計補正予算（第４

号） 

 

 

髙橋富美子議長 日程第３議案第37号令和４年度

新庄市一般会計補正予算（第４号）を議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀さん。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 おはようございます。 

  議案第37号令和４年度新庄市一般会計補正予

算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第37号令和４年度

一般会計補正予算でありますが、歳入歳出それ

ぞれ２億8,140万5,000円を追加し、補正後の予

算総額を192億6,161万3,000円とするものであ

ります。 

  ５ページからの歳入についてでありますが、

15款国庫支出金では、新型コロナウイルスの追

加支援策、燃油・物価高騰対策に係る財源とい

たしまして、地方創生臨時交付金を増額補正し

ております。 

  さらに、16款県支出金におきましては、水田

麦・大豆産地生産性向上事業費補助金や産地生

産基盤パワーアップ事業費補助金といった、農

林関連の県補助金を増額補正しております。 

  ６ページからの歳出では、３款民生費に、令

和３年度から令和４年度中に生まれた新生児の

保護者を対象とした新生児特別定額給付金を給

付するための費用を計上しております。 

  また、６款農林水産事業費では、県補助金を

活用した各種補助事業を増額補正しているほか、

農業生産資材高騰対策として、農業従事者に対

し、農業再生協議会を通じて農業生産資材高騰

対策支援事業費補助金を交付するための費用を

計上しております。 

  ７款商工費には、燃油高騰により大きく影響

を受けている貨物運送事業者を支援するため、

貨物運送事業者緊急支援給付金を給付するため

の費用を新たに計上しております。 

  ７ページ、８款土木費には、新庄市エコロジ

ーガーデン周辺道の駅整備に必要な設計や土地

購入費などの費用を計上しております。 

  私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては財政課長に説明させますので、御審

議いただき、御決定くださいますようお願い申

し上げます。 

髙橋富美子議長 財政課長荒澤精也さん。 

   （荒澤精也財政課長登壇） 

荒澤精也財政課長 議案第37号令和４年度新庄市

一般会計補正予算（第４号）について御説明申

し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

8,140万5,000円を追加し、補正後の予算総額を

192億6,161万3,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページの第１表歳入歳出予算補

正を御確認いただきたいと思います。 

  次に、５ページからの歳入について御説明申

し上げます。 

  初めに、15款国庫支出金でございますが、２

項１目総務費国庫補助金につきましては、歳出

のほうで御説明いたします、農業生産資材高騰

対策支援事業や貨物運送事業者緊急支援給付金

といった、原油・物価高騰対策として実施する

事業の財源として、地方創生臨時交付金１億

3,963万1,000円を充てるものであります。 

  次に、16款県支出金でございますが、２項４

目農林水産業費県補助金の各補助金につきまし

ては、今年度に入りましてから採択された事業

に対するものであり、収穫期前に事業を終える

必要があるため、このたび予算化するものであ

ります。 

  20款の繰越金の前年度繰越金１億1,960万

7,000円につきましては、このたびの補正予算

に充てる一般財源といたしまして補正しており

ます。 

  続きまして、６ページからの歳出について御

説明申し上げます。 

  初めに、３款２項１目児童福祉総務費につき

ましては、令和３年４月２日から令和５年４月

１日までに出生した子の保護者に対する新生児

特別定額給付金3,800万円を市独自の事業とし

て新たに補正しております。 
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  次に、６款１項３目農業振興費につきまして

は、県の事業採択を受け、土地利用型産地生産

基盤パワーアップ事業費補助金などを補正した

ほか、原油・物価高騰対策として農業生産資材

高騰対策支援事業費補助金6,844万円を市独自

の事業として新たに補正しております。 

  ６ページから７ページにかけまして、７款１

項２目商工振興費につきましては、こちらも原

油・物価高騰対策として貨物運送事業者緊急支

援給付金3,687万5,000円を新たに補正しており

ます。 

  なお、７ページ、７款１項５目新型コロナウ

イルス対策費につきましては、市内事業者売上

減少対策事業が６月末で終了したことにより、

不用額を減額するものであります。 

  続きまして、８款４項１目都市計画総務費に

は、エコロジーガーデン周辺道の駅の整備に必

要な設計業務委託料のほか、土地購入費用とし

て公有財産購入費5,442万9,000円を新たに補正

しております。 

  最後に、10款２項から４項までの各学校保健

費に、学校給食物価高騰対策支援事業費補助金

をそれぞれ補正するものであります。こちらは

原油・物価高騰対策として、各校の学校給食運

営委員会に対しまして補助金を交付し、保護者

負担の軽減を図るものであります。 

  以上で一般会計補正予算案の説明を終わりま

す。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第37号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 私からは２点ほど質問

させてください。 

  ３歳出の民生費、１番の児童福祉総務費で、

市独自でされる新生児特別支援給付金について

です。市の独自の事業ということですけれども、

人口減少問題の昨今大変よい事業ではないかと

受け止めております。この内容の詳細を教えて

ください。 

  ２点目です。８土木費１の都市計画総務費の

都市計画総務事業費についてです。市として大

変大きなプロジェクトと考えております。費用

対効果について市としてはどのようにお考えで

しょうか。まずは、その点についてお尋ねした

いと思います。よろしくお願いします。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

加藤 功。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 おはよ

うございます。 

  それでは、３款２項１目民生費、児童福祉総

務費におけます新生児特別定額給付金給付事業

の内容につきまして御説明させていただきます。 

  総額3,811万7,000円を計上させていただいて

おります。消耗品、印刷製本費、通信費、そし

て給付金3,800万円を計上しているものでござ

います。増額させていただきました理由としま

しては、令和２年度におきまして、緊急経済対

策第６弾で実施させていただきました事業の継

続分と想定しております。 

  新型コロナウイルス感染拡大の影響によりま

して、不安な状況下で出生した新生児を抱える

世帯の経済的負担を軽減するため、国の特別定

額給付金の基準日の翌日であります、令和２年
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４月28日から令和３年４月１日までに出生した

お子さんの世帯に対しまして新生児定額給付金

を支給したものでございますが、このたびは前

回の支給対象期間の翌日以降となります、令和

３年４月２日から令和５年４月１日までの令和

３年度、令和４年度の２か年度分につきまして

増額させていただく計上をさせていただいてい

るところでございます。 

  支給額としましては、新生児１人当たり10万

円を想定しています。対象となる新生児につき

ましては令和３年度184人、令和４年度196人、

合計380人を予定しております。 

  支給時期としましては、現在実施中でありま

す出産支援給付金、こちらの口座を利用するこ

とで、９月中の入金を予定しているところでご

ざいます。出産支援給付金を受給していない方

につきましては、申請書をお送りするなど漏れ

なく支給に努めているところでございます。 

  説明は以上でございます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 おはようございます。 

  道の駅整備事業に関しての経済効果、費用対

効果ということで御質問いただいたところです。

エコロジーガーデンそのものにつきましては、

これまでも様々な活用をいただきながら、利用

者数も年々増加しているという状況もございま

す。また、施設の登録有形文化財の保存活用事

業ということで施設の改修も行いまして、より

一層利用者の利用拡大の幅が広がっているとい

うことも踏まえまして、さらに利用者の拡大も

図られているところです。 

  この状況を踏まえまして、道の駅整備という

ことで、駐車場、また屋外トイレ等の整備も併

せて国と一体型の整備を行うことによりまして、

ますます利用者の拡大にもつながるということ

も考えております。 

  また、新庄市全体におきましても、現在取り

組んでおります歴史的風致維持向上計画に伴い

ます市内への誘導などにつきましても、このエ

コロジーガーデンを拠点にして、市内への回遊

を求められる拠点となる施設であるということ

も考えております。このことを踏まえますと、

市内全体に波及効果が及ぶものということで考

えているものでございますので、大きな効果が

期待できると考えているところです。 

  また今後、北側エリアの活用についても、

様々な活用の手法を持ちながら、より一層の利

用者拡大、また来訪者の拡大に向けて取り組ん

でいきたいと考えておりますので、この辺を踏

まえても大きな効果があると認識しているもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

髙橋富美子議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） １点目の子供さんの給

付金についてです。市独自でプラスしてやられ

るということで、大変よいことだと思っており

ます。380人の御世帯のお父さん、お母さんた

ちも大変喜んでいると思いますので、ぜひとも

丁寧に対応していただけたらと思いますので、

その点について再度よろしくお願いいたします。 

  もう一点のエコロジーガーデンの道の駅化に

ついてですけれども、議会や今までも委員会な

どでもいろいろな問題点とか改善点とか、そう

いうことも市側とお話合いはずっとされてきた

と思うんですよ。そういうことについても含め

て、よいものにしていくために改善していただ

きたいと思いますので、再度その点について質

問をよろしくお願いいたします。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

加藤 功。 

髙橋富美子議長 子育て推進課長兼福祉事務所長

加藤 功さん。 

加藤 功子育て推進課長兼福祉事務所長 新生児

特別定額給付金におけます対応につきましては、
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議員おっしゃるとおり、不安な状況下で出生し

た新生児に対しまして不安を抱える世帯が多く

ございますので、380人を想定しておりますが、

丁寧な対応で努めさせていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願い申し上げます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 エコロジーガーデン周辺

道の駅の整備に関しましては、この議会をはじ

めまして市民の皆様からもいろいろな御意見を

いただきながら、これまで整備計画等を策定さ

せていただき、国のほうとも協議を進めている

ところでございます。実際に議会の場でも、今

後整備される駐車場と既存の施設との距離と利

用のしやすさなどにつきましても、御意見もい

ただきながら検討を進めているところでありま

すが、当然市としましても既存の施設を活用し

た利便性の高い施設になるよう検討を進めてい

るところでございます。 

  現在、国との協議の中でも、この駐車場と既

存施設との関わり合いにつきましても、意見を

交わしながら協議を進めているところでありま

すので、より一層の利便性の向上と併せて、利

用者の使いやすさに向けて検討を進めていきた

いと思っております。 

  また、現在計画している駐車場の周辺の利用

者の方、市民の方がこれまで利用されてきた通

路などの課題もあるということでございますけ

れども、こちらのほうも地元の関係者の方と協

議をさせていただきながら、より使いやすい方

法での計画を進めていきたいと思っております

ので、今後とも御支援いただければと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 新田道尋さん。 

３ 番（新田道尋議員） 私から質問いたします。 

  ７ページの８款土木費４項の都市計画費、都

市計画総務費の１億639万2,000円について御質

問いたします。 

  質問項目いっぱいありますので、どうか今日

は答弁漏れのないように、よく議長からチェッ

クしておいて、ひとつ漏れたら指示してくださ

い。お願いします。 

  最初に、来月定例会が予定されてあるんです

が、１か月前の本日、臨時の議会を開いて提案

するということはどういうことであるか。そん

なにも８月に予算を通さないと何か支障が出る

かどうか、その辺をお伺いしたい。全協でも私、

質問したんですが、そのときは答弁なかった。

今日はしっかりと答弁をお願いしたいと。 

  それから、２番目には、報告によりますと、

全協でも聞いたんですが、関係機関との協議と

いうのがまだ残っていますね。文書化もしてあ

るし、課長の口からもそういうふうに言ってい

ます。そういうふうな状況の中で予算を計上し

たというのは時期尚早だと私は思うんですが、

その点どうでしょうか。 

  ３つ目、維持管理費総額の試算値と国交省と

の案分ということで前々から聞いておりますが、

どういうふうに試算されたんでしょうか。 

  ４番、４つ目はエコロジーガーデン整備計画

から発生した道の駅であるが、徐々にエコロジ

ーガーデン用の駐車場、またはトイレを設置と

いうことになってきていますが、kitokitoマル

シェに来る人たちのために駐車場型トイレが必

要であるということであるならば、わざわざ高

額の土地購入費を費やさなくとも、すぐ隣接す

る市有遊休地が、広大な土地があるわけです。

そこを有効利用すれば要件が満たされると私は

思います。そういうことを執行部が考えなかっ

たかどうか。 

  土地がなくて購入するというのだったら誰で

も理解できますが、すぐ隣接地にあるでしょう。

広大な土地が余っています。何も利用していな

い、今でも。道路の反対側は全然空いているで
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しょう。桜の木何本だか植えて、真ん中に舗装

道路か歩道だか知らんけれども、しているだけ

で、あとは何でも利用されていない空き地にな

っているわけだ。そこに十分、駐車場とトイレ

だって造れるしね。トイレなんかそんなところ

でなくたってエコロジーガーデンの中に簡易ト

イレは幾らでも、浄化槽をしつらえれば、こん

な何億円とかけなくたってできるはずだ。そう

いうことを全然検討しないのかどうか。 

  それから、５番目、収入がゼロ、この事業で

は１銭も入ってこない。何の売上げも何もない

わけだ。なのに、毎年永遠に市税を投入して維

持管理を続けるというふうな事業は、市民が納

得すると思っているんですか。皆さんがいいと

言いますかね、これ。大体、市民説明をしない

というのが問題ですよね。私から何回要求して

も一向に動かなかった。遅れてパブリックやっ

たけれども、とんでもないその結果を我々に報

告している。まともではないんだ、あのパブリ

ックのやり方もですね。 

  ６番目、今年中に東北中央自動車道も開設し

て、昭和の入り口まで交通することができると

いうことであるならば、今、仮に１日の直前交

通量が8,000台とか8,600台とかと想像していま

すけれども、開通すれば実数が出てくるわけで

すね。１年間待てば、何も想像でなくて実際の

数を押さえることができる。何も急いで今しな

くたっていいではないですか。何で急がなけれ

ばならない。さっきも言ったけれども、待てな

いんでしょうね。何に合わせてやっているんで

すか。令和７年度オープンとかといって、逆算

してきているのだと思いますけれども、もしこ

れがいいとなれば、そんな３年も４年もかから

なくたってできるでしょう。１年ぐらい待って

も私はいいと思うんですが、その点をお聞かせ

ください。 

  まず、以上で答弁をお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 エコロジーガーデン周辺

道の駅整備に関しましての御質問、たくさんい

ただいております。それでは、一つずつお答え

させていただければと思います。 

  まず、１つ目、本日の臨時会での上程という

ことで、急ぐ必要があるのかという御質問をい

ただいたところです。現在、これまでも説明さ

せてきていただいておりますが、今年度に入り

まして、国との一体型整備に向けての協定書の

締結のための協議を進めております。その中で、

現在整備しようとしている用地の確保、また協

議のために必要となる資料の作成ということで

測量設計、また用地の確保ということで、国の

ほうと連携して進めていくためには早急な予算

措置が必要であるということも踏まえまして、

今回臨時会の中で上程させていただいたという

ことでございます。 

  また用地の確保につきましては、現状の用途

が農地だということも踏まえまして、今後農地

の転用に係る手続も実施していく必要がござい

ます。この中で、その手続に必要な日程等も踏

まえますと、今回の臨時会への上程が必要であ

るということを踏まえまして、今回上程させて

いただいたということでございますので、御理

解いただければと思います。 

  次に、２つ目の関係機関との協議の途上であ

るのではないかということで御質問をいただい

たところです。前回の全員協議会の中でも、協

議の状況につきまして報告させていただいたと

ころでありますが、国土交通省との協議につき

ましては、内容的な部分についての協議は両者

の相互の理解が深まりまして、協定の内容を十

分踏まえてあるというところまで達したところ

です。 

  最終的な判断としまして、県の交通安全協会

のほうとの協議が今現在進行中でございますが、

この協議が調うとともに協定書の締結というこ
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とで事務手続を進めていきたいと考えておりま

す。その内容で進めているということで御理解

いただければと思っております。 

  ３番目の維持経費に関しまして、国との案分

内容ということでございます。こちらにつきま

しても、本日資料はございませんけれども、前

段での全員協議会の中で、駐車場の整備区分、

また建物、休憩施設の整備区分という形でお示

しさせていただいたところでございます。全体

的な割合としましては、駐車場の区分について

は55対45程度、建物につきましても６割対４割

程度ということで割合を示させていただいてお

ります。 

  具体的には、実施設計に基づきまして詳細な

面積割合、また負担割合等を改めて協定の中で

結びながら進めていくということになりますの

で、今現在の数値につきましては、概算での数

値ということで御理解いただければと思います。

今回、上程させていただいております設計費用

に基づきまして、実際の施設の設計に基づいて、

改めて整備区分、また管理区分等も押さえたも

ので改めて協定を結んで案分していくというこ

とで考えてございますので、御理解いただきた

いと思っております。 

  次に、４番目の道の駅整備計画について、既

存の市有地の活用を考えなかったのかというこ

とで御質問もいただいております。こちらにつ

きましても、従前から御説明させていただいて

いるとおり、これまでkitokitoマルシェだけに

限らず、施設の利用、イベント等の活用におき

ましては、施設内の駐車場、またそれに止め切

れない部分については、北側エリアについて臨

時的な駐車場を設けて活用してきたということ

がございます。 

  こちらにつきましては、現在考えている市の

計画としましても、北側エリアも有効に活用し

ていく必要があるということで、活用すること

でより一層の来訪者を迎え入れるための施設機

能を持たせる必要があるということで考えてお

ります。 

  また、臨時駐車場を設けた場合の利用者の方

の安全性の確保ということで、人と動線が交わ

ってしまうという危険性がございましたので、

それを避けるために新たな場所に対しての駐車

場の整備を考えたということでございますので、

御理解いただければと考えているところです。 

  次に５番目、今回整備する部分の収入はない

ということで、今後維持管理を継続していくの

はどうなのかということでございます。今回、

道の駅整備に関しましては、既存の施設を活用

した上で、道の駅という形で登録をするという

事業でございます。今回整備する部分につきま

しては、道路管理者である国土交通省との一体

型の整備ということで、大きな形としましては、

駐車場と道路利用者の休憩施設が大きな部分と

なるかと考えております。 

  その上で、既存の施設の中では、これまでも

エコロジーガーデンの利用規定の中で利用料を

徴収しながら、それぞれの活動に合わせて収入

としての使用料を計上させていただきながら運

営してきているところでございます。今後、こ

れに増した利用客数が増加するということを踏

まえますと、これまで以上の収入は確保できる

ものということで考えております。 

  また、先ほど申し上げましたように維持管理

費の国との案分ということもございますので、

全体的な維持管理費を応分の負担を分けながら、

国と市それぞれでの管理負担の中で運営してい

くということができるということも市としての

メリットの一つではないかと考えているところ

でありますので、御理解くださいますようお願

いいたします。 

  最後に、６番目、今年度中の中央自動車道の

開通と令和７年度までのオープン、そこまで急

ぐ必要があるのかと。実際には、今年度開通に

合わせて、道路利用者台数の実数が出るという
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ことを踏まえて、その数字を見てからの実施で

もいいのではないかということで御質問をいた

だいたところです。こちらにつきましても、道

の駅整備事業計画におきましては、令和７年度

グランドオープンを掲げまして、それに向けて

の国との協議、また整備計画の策定等の作業を

進めてきたところでございます。 

  市として考えておりますのは、令和７年度、

県境をまたぐ道路の開通予定ということがござ

いました。北側の入り口ということで、北側の

高速道路がつながるまでにはこの道の駅を整備

し、こちらに立ち寄っていただく方に新庄市内

を回遊していただくための拠点として整備を進

めていきたいということを念頭に置いて事業を

進めてきたということでございます。こちらに

つきましても、その事業計画に沿って進めてい

るということでございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  以上となります。よろしくお願いします。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 新田道尋さん。 

３ 番（新田道尋議員） 国交省とかなりやり取

り今までやってきたと思うんですが、その開通

時期は今年と聞いているので、今年の何月と聞

いていますか。しょっちゅう会っているから分

かるでしょう、聞いているでしょう。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 東北中央道の開通予定と

いうことで、今現在国交省で示されているもの

としましては、東根から村山、尾花沢間の部分

につきましては令和４年中で、泉田道路の部分

につきましては令和４年度中ということで公表

されておりますので、その内容で認識しており

ます。 

  以上でございます。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 新田道尋さん。 

３ 番（新田道尋議員） 令和４年度中というこ

とはあと１年ないわけです。さっき言ったとお

り、そこまで待てないのかと言っているのにそ

の答弁がないので、そんなに慌てて早くしなけ

ればならないというふうな答えがあなたの口か

ら出てきていない。 

  それから、道の駅というのはその周辺の道路

を通る利用者のために造るんでしょう。中央道

が開通すれば激減すると頭から分かっているの

に、何で道の駅を造ってそこを利用させるとす

るんです。誰が利用するんでしょうね。経費の

ほうが余計かかると私は試算するんですけれど

もね、頭の中で。私は誰も止めないと思うんで

すよ、利用する理由がないので。 

  この発端はkitokitoマルシェの駐車場があま

り芳しくないということから発しているだけで

しょう。何回あるんです、kitokitoマルシェ、

年間に。１か月に１回、冬期間は全部休んで、

５か月ぐらい休んでいるでしょう、12月から４

月まで。使わない間があって造れば、除雪費毎

日かかるんですよ、降れば。誰が払うんですか。

全部税金で賄うしかないではないですか。 

  そもそもこの計画をつくるのが間違っている

んですよね、私から言えば。今の国道13号線、

中央道が開通したらだんだん、だんだんそのう

ちに交通量がなくなっていく。県道に格下げ、

その次は市道になっていくんですよ。周辺見て

ください。47号の福田、福宮、あの線だっても

ともと47号だったんです。今どうなっています。

てきめんなのが元の47号、太田、荒小屋、高壇

を通っているあそこも13号だった。今どうです

か。高壇からあそこまで市道になってしまった

ではないですか、県道から格下げになって。国

道がみんなそういうふうな状況を経て、交通量

が減っているために変わっていくんですよ。 

  今の13号のエコロジー前だって同じようにな

りますよ、状況。利用する人がいない。そこへ

莫大な費用を投じて道の駅を造って、誰も利用
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しなくなったときにどう対応していくんですか。

それでも維持管理費を突っ込んで続けていくん

ですか。将来を考えて、私はこれはやめるべき

だと言っているんですよ。将来有望であれば、

交通量がだんだん、だんだん東北中央自動車に

考えられる交通量が増えていくんだったらば、

何も反対なんかしません。 

  もう一つのインターチェンジ付近は、今ラン

ドマークの協議会の中で話合いされていますけ

れども、あそこはどうでしょうね。酒田石巻道

路、これが全部開通したと想定すれば、中央道

との交差点になるわけですね、あそこのインタ

ーチェンジ。交通量が想像以上に多くなるとい

うことは今でも考えられる。交通量のないとこ

ろに道の駅造って、よくなるはずないではない

ですか。できたとすれば、今米沢の道の駅、大

変繁盛していますが、あれ以上の交通量があっ

て、利用者も増えるということは想像できると

思うんです。私はそう思っているんですが、執

行部はそんな考えないんですか。 

  どっちかで比較すれば、交通量の多いほう、

これが理想であり、現実としてやるべき事業で

はないですか。だんだん、だんだん減るほう、

私が何回も言うけれども、将来は市道まで格下

げになるような状況の道路に、今は莫大な予算

を投じて道の駅を造って、誰も利用者がいない

となるような状況と今現在想像して比較して、

それでもやるというんだったらこれはやむを得

ない、どうしようもない。私はやめるべきだと、

将来を考えて、負担だけが残ってくる。市で直

営でやろうと、委託しようとかかるものは同じ。 

  そもそも赤字になるから、黒字のところはな

いと言い始めたのが市長ではないですか。なら

ないんだと。この間、萩野地区公民館でも私の

会派と市民との対話集会を持ったときに、元区

長をやっていた人が市長と区長の語る会のとき

に、道の駅は黒字を見込めないからやりません

と言ったのにどうしてだろうと、このように言

っていましたよ。同じ思いですね。何回も私も

聞きましたね、市長がやらないというのは。そ

れが今、２か所いいんではないかと。何でそう

いうふうに変わってくるんですか。これが理解

できない。できれば、市長から答弁いただけれ

ばありがたいと思います。 

  以上、終わります。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 今後、東北中央道が開通

した際には、既存の一般国道13号の交通量が減

るだろうということで御質問いただいたところ

です。こちらにつきましては、これまでの国交

省との協議の中でも、開通を見越した交通量の

変化ということで協議をさせていただいていた

ところでございます。こちら現在の交通量１万

2,600台、そちらから中央道が開通した暁には

8,900台程度ということでの交通量が減少する

ということを踏まえての現在の協議の内容とな

っているところです。 

  実際に道の駅の利用者につきましては、今後、

先ほど御説明しましたように、エコロジーガー

デンそのものの利用者の方については、そこを

目的として訪れていただいている方がほとんど

であると。立ち寄りという形ではなくて、そこ

を目的地として御利用いただいている方がほと

んどであろうと思っております。 

  また、その内容につきましても、これまで

kitokitoマルシェや産直まゆの郷など、固定客、

また新たなお客さんも巻き込みながら、年々利

用される方が増えていることに加えまして、今

回、道の駅を登録することによりまして、より

一層の利用客の増加というのを見込んでいると

ころでございます。 

  また、これまで国と協議してきた内容におき

ましても、国土交通省におきましても一般国道

の休憩施設の空白地帯ということで、現在、既

存でございます道の駅というものが、新庄を挟
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みますと尾花沢から秋田県の雄勝町まで公共的

な休憩機能が備わった道の駅がないということ

を踏まえまして、国土交通省におきましても中

間点における道の駅が必要ということで、今年

度の新規事業の予算化ということで事業を展開

しているということで理解しております。 

  こちらにつきましては、市のほうで計画して

いるエコロジーガーデン道の駅の整備に向けて、

国交省への一体型の整備に向けた協議、また要

請を踏まえまして、内容について御理解いただ

きながら、そこに道の駅が必要であるというこ

とで国のほうでも判断された結果ということで

受け止めておりますので、一般国道13号線利用

者の方への休憩機能の提供ということで、国と

しましても必要な施設と認識しているというこ

とで、今後市としましても、一体型の整備に向

けて連携して事業を展開していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いしたいと思って

おります。 

  以上です。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

髙橋富美子議長 小野周一さん。 

１８番（小野周一議員） 私から２点ほどお聞き

します。 

  まず最初に、補正予算書の６ページの６款農

林水産業費であります。コロナウイルス感染症

関連の緊急対策として資料に載っておりますけ

れども、これを見ますと、交付額が主食用米、

備蓄米、加工用米が10アール当たり2,000円、

そして転作作物が10アール当たり1,000円とな

っておりますけれども、この金額の基礎となっ

たものは何であったのか。まず、それをお聞き

したいと思います。 

  そして、これを見ますと、1,200戸の農家が

支援対象の農家になっておりますけれども、新

庄市でこの支援事業を該当できなかった、受け

られなかった農家は何戸であるのか。まず、こ

の２点についてお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 初めに、農業生産資材等高騰

対策の支援事業費に関する御質問をいただきま

した。こちらにつきましては、特に肥料、この

高騰が今６月からまた秋にかけて1.9倍にもな

るというような情報を得まして、１反歩当たり

の肥料高騰額を積算しまして、その分の約８分

の１相当額を市で補塡できないかということで

計算したものでございます。 

  なお、２点目の御質問の最後のほうちょっと

分からなかったんですけれども、もう一度よろ

しいでしょうか。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

髙橋富美子議長 小野周一さん。 

１８番（小野周一議員） これ、回数に入ってお

りませんね。資料によりますと、支援を受けら

れる農家が1,200戸、新庄市の農家数から見て、

受けられなかった農家は何戸であったのか。そ

れをお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 こちらの積算につきましては、

販売農家、いわゆる自給農家を除く販売農家全

てを対象としているものでございまして、自給

農家につきましては若干おるんですけれども、

現在新庄市の農家戸数、千二百五十数戸と認識

しておりますので、五十数戸の自給的農家の方

は支援の対象外というようなことになるかと思

います。 

  以上です。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

髙橋富美子議長 小野周一さん。 

１８番（小野周一議員） 実は春先のコロナ対策

による米価下落により、１反歩2,000円の支援

事業がありました。そのとき、つや姫に関して

は、米価が下落しなかったから、つや姫を栽培
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する面積は省いて、あともう一点は、新庄市、

非常に転作に非協力的な農家がいるわけなんで

す。その農家を除外した支援事業であったと私

は思ったんですけれども、今回は全ての農家を、

先ほどあったんですけれども、販売農家を除い

た、それを支援するんですか。ちょっと待って

ください。３回しか言えないもんだから。 

  次、７ページの７款商工費の新型コロナウイ

ルス対策費の市内事業者売上減少対策事業費、

事業者支援緊急給付金997万5,000円が不用額と

して減額補正になっているんですけれども、こ

の不用額となった要因をどのように執行部は見

ているのか。私から言わせると、本当に事業者

のための事業であったのか。もしくは、どこか

使いづらさのあった事業であったのか。または、

この事業が事業者に対して周知徹底がなされて

いたのか。その結果、1,000万円弱の不用額を

金額補正したのか。この２点についてお聞きし

たいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 最初の御質問でございます。

生産調整のいわゆる未達者につきましては、昨

年度の種子助成、今年産の種子の助成のときと

同じような考え方で、未達者については支援を

しないというような方針でおります。というの

も、実際協力している農家さんとそうでない農

家さんにつきましては、全部生産調整をしてい

ない方につきましては全量を作付して販売をし

ているという状況、それで生産調整を協力して

いる方につきましては、主食用米等の生産目標

の目安を達成して、その分を減少させて栽培し

ているということもありますので、そうした観

点から、国の支援事業についても、生産調整を

していないといろんな補助事業を受けられない

という制約もございますので、そういった農家

さんについては除外をしたいと考えてございま

す。昨年度で約300戸ほどの未達者がございま

す。 

  以上です。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

髙橋富美子議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、私のほうから、

事業者支援給付金の件につきましての御質問に

お答えさせていただきます。 

  こちらのほう、約1,000万円近くの今回減額

ということで整理させていただいておりますが、

まず周知方法につきましては、４月１日に対象

事業者約350件ほど把握してございましたが、

そちらのほうに全てチラシとか、それから申請

書類をお送りしておりました。 

  その後、市のホームページ、それから会議所

のホームページにつきましても、依頼の掲載を

お願いしたところでございました。また、６月

の市報につきましても、こちらのほうで申請期

限の締切りが近づいておりますよという形で、

周知をしたところでございます。 

  さらに、最終的には、６月に入りまして、こ

ちらのほうで把握してございました約350件の

うち、まだ未申請者でありました約400件ほど

の事業者に対しまして、直接お知らせの文書を

送付したところでございます。ですので、まず

周知方法については、こちらのほうでできる限

り行わせていただいたという形に考えてござい

ます。 

  また、この支援金そのものについてでござい

ますが、金額にしては、予算に対しまして約

83％の執行率でございます。売上減少率が年間

でという対比でございませんで、各月ごとの対

比で20％以上の減少が認められる場合はこの制

度の該当者になるということでございますので、

使いづらいということではないのかなと考えて

ございます。 

  以上でございます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

髙橋富美子議長 小野周一さん。 
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１８番（小野周一議員） 最初の農林課長の答弁

は理解しました。やはり春先のコロナ禍による

米の下落により、１反歩2,000円の種子の援助、

支援事業、そのときも私も農家ですけれども、

やはり助かったという声が聞こえてきます。や

はり今どうして聞いたかというと、国の政策に

協力しない農家は、大変私は残念ですけれども、

それはしようがないんではないかと私は思いま

す。やはり昔から新庄市は県内でも有数のヤミ

米の自由地帯と言われております。どうか正直

者がばかを見ない、そういう政策をこれからも

実施してほしいと思います。 

  あと、最後の市内事業者の売上減少の約

1,000万円の不用額が減額補正になったんです

けれども、やはり今課長さんに聞くと、周知徹

底は再度お知らせをしてやっていると。逆に私

から言えば、これは大変失礼な話なんだけれど

も、やはりいろんな形で申請したくてもできな

い事業者が、私は中にはいたんではなかったの

かなという思いであります。やはりせっかくこ

のくらいの1,000万円近くの不用額が減額補正

されるということは、やはり市内の事業者にと

っても大変マイナスでありますので、今後とも、

今課長さんが言ったとおり、そういう事業の周

知徹底というものを、今後ともよろしくお願い

したいと思います。 

  以上であります。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、商工観光課長より発言の申出があり

ますので、これを許可します。 

  商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 先ほどの小野議員からの

御質問の中で、未申請者である事業者の件数な

んですが、先ほど私、400件と申しましたが、

すみません、約150件ほどの件数でございまし

たので、訂正しておわびさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ２点質問させていただ

きます。 

  ６ページ、７款商工費１項商工費２目商工振

興費で、原油価格・物価高騰対策事業費、新庄

市貨物運送事業者緊急支援給付事業費の件なん

ですけれども、コロナ感染症の拡大に起因しま

して、原油高騰、原油価格が高止まりを続けて

いる中、燃料価格高騰により大きな影響を与え

ている運送業者に対して緊急的な支援というこ

とでありますけれども、こちらの内容について

でしたけれども、こちらの支援を受けるに際し

ての申請とかは必要なのか。また、市で選んで

出すのか、そういったところを教えていただき

たいと思います。車両によって１台10万円、

360台とか、また１台２万5,000円、25台という

ふうにありますので、市が選んで出しているの

か。そういった案内の仕方がどうなっているの

か教えていただきたいです。 

  あともう一点でしたけれども、７ページ、８

ページにある10款教育費２項小学校費、また３

項中学校費、４項義務教育学校費、また３目学

校保健費なんですけれども、コロナ禍の食材費

高騰の状況において、栄養バランスや量を保っ

た学校給食を実施するための、保護者負担を引

き上げることなく物価高騰分を補給するという

ことでのものということなんですけれども、今

後、原材料の高騰が下がる見込みが見込めない

のではないかと思うんですけれども、今回は

1,761万円ということなんですけれども、この

予算で大丈夫なのかということと、この見込額
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は年内の見込みか、年度内の見込みなのか教え

ていただきたいです。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

髙橋富美子議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 原油価格・物価高騰対策

事業費のうちの貨物運送事業者緊急支援給付金

の件について御質問いただいたところでござい

ました。 

  こちらの内容につきましては、先ほど議員の

ほうからありましたとおり、原油価格が高止ま

りしている中、燃料価格高騰により大きな影響

を受ける運送事業者を対象とした事業でござい

まして、市内に事業所を有する一般貨物自動車

運送業、それから特定貨物自動車運送業、貨物

軽自動車運送業を営む中小企業の方、それから

小規模事業者、個人の方も含みます。あと、当

該事業の用に供する車両を有している場合に、

その車両の台数に応じた形で給付金を支給する

ものでございます。 

  一般貨物自動車運送業者、それから特定貨物

自動車輸送業者の車両につきましては１台当た

り10万円、それから貨物の軽自動車運送業者に

つきましては１台当たり２万5,000円を想定し

てございます。当然こちらのほう申請いただく

形になりますが、申請書等々もこちらで今準備

しておるところでございまして、チラシも今準

備しているところでございます。 

  こちらのほう、今日予算を可決いただきまし

たら、早速事業を展開してまいりたいと思って

ございますし、対象事業者のほうにも周知を図

ってまいりたいと思ってございますので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上でございます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

髙橋富美子議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 先ほど、小中義務教育学校の学

校給食物価高騰対策支援事業補助金についての

御質問でありましたけれども、この補助金額を

補正していただく根拠になっているのは、一応

最新の消費者物価指数に今後の物価上昇分を見

込んだ数値で補助金を出していきたいというこ

とで考えておりますので、一応年度末までそう

いうことは見込んでの補正予算であるというこ

とを御理解いただきたいなと思います。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 原油価格・物価高騰対

策事業費については、申請ということで、これ

から予算が決まったならば申請するということ

で、分かりました。この件についてなんですけ

れども、９月の30日が申請期限ということでし

たけれども、そうしますといつ頃納付になるの

か、教えていただきたいです。 

  あと、また学校給食費のところでしたけれど

も、ぜひちょっと食材が高騰しているというと

ころなんですけれども、地元の食材も今までど

おりに十分使っていただいて、やっぱりおいし

い食材を食べていただきたいんですけれども、

そのあたりは変わりはないんでしょうか、教え

ていただきたいです。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

髙橋富美子議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 給付金の振込の時期につ

いてでございますが、当然申請行為でございま

すので、こちらのほうで申請をいただきました

後に、書類等に不備がないか一応審査させてい

ただいた後、決定通知書を交付する予定でござ

います。その後、振込という形になりますが、

当然申請時期によって違いますので、なるたけ

早めにこちらのほうから振込をできるような手

続を取りたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

髙橋富美子議長 教育長高野 博さん。 

高野 博教育長 今現在、学校でもいろいろと業
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者と安くならないかという交渉をしたりしなが

ら、地元食材も使っていけるように努力はして

いるんですけれども、今後の物価高騰の関係で、

やはりある程度それだけでは済まないところも

あるかと思いますが、できるだけ使えるように

学校でも努力しているところであります。御理

解いただきたいと思います。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

髙橋富美子議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 分かりました。ぜひ、

食材のほうも地元のおいしい食材をよろしくお

願いいたします。 

  あと、最後なんですけれども、コロナに関し

ての地方創生臨時交付金ということでして、

様々なもので活用ができていますけれども、こ

れからもこういった地方創生臨時交付金、今後

出る見込みというか、そういうのがあるんでし

ょうか、お聞かせください。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

髙橋富美子議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから、

地方創生臨時交付金の所管をしている関係上、

御答弁申し上げたいと思います。 

  議員の皆様御存じのとおり、地方創生臨時交

付金につきましては、今年度３月の臨時会で第

１回目の新年度の補正ということで、初めて補

正予算を３月中にさせていただきました。その

後、６月補正、そして８月の今回の臨時会とい

うことで、様々な経済対策、感染症対策等で活

用をさせていただいてきております。 

  今現在、予算化の合計といたしまして３億

7,200万円ほどの地方創生臨時交付金を活用し

た事業を展開させていただいておりますけれど

も、現在の残額といたしましてはゼロという形

で、ほぼ臨時交付金のほうこのたびの予算計上

で使い切らせていただいている状況でございま

す。 

  今後につきましては、国等の動向を、参議院

選挙が終わりましてその動きを注視していると

ころでございますけれども、今後そういった情

報等をアンテナを常に張った形で動向を注視し

まして、また今後配分あるようでございました

ら、効果的な活用について総合的に検討してい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上でございます。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） ７ページ、８款４項１

目都市計画総務費の都市計画総務事務費につい

てお尋ねします。いわゆるエコロジーガーデン

道の駅の整備費でありますが、まず初めに、今

までの全員協議会とか常任委員会の中で言って

きました、７月中に協定書を結びたいというふ

うに言っていましたが、協定書を結んだんです

か、どうですか。 

  その確認と、あと施設の名称が新庄エコロジ

ーガーデン周辺道の駅という言い方をしていま

すが、名は体を表すといいます。周辺というの

はどこからどこまで含むんでしょうか。国交省

との協議について教えてください。その周辺道

の駅というのは国交省との協議のための名称な

んですか。それとも、そのままずっとそういう

名称でこの事業をやっていきたいという考えな

んでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅関連予算について

の御質問をいただいたところです。 

  初めに、これまで全員協議会等で御説明させ

ていただいておりました国土交通省との協定書

の締結に向けての作業経過ということで説明さ

せていただきます。全員協議会では、７月中を

目標に協定書の締結に向けて準備を進めたいと

いうことで説明をさせていただいたところであ
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ります。実際にはまだ締結までには至っていな

いということで報告をさせていただきたいと思

います。実際には、最終的な計画案を基にしま

して、山形県の公安委員会のほうへ協議の内容

を提示させていただいておりまして、その回答

待ちということでございますので、その回答を

もって協定に向けての手続を進めていくという

ことで御理解いただければと思っております。 

  ２つ目に道の駅のエリアという形で、現在、

エコロジーガーデン周辺道の駅という言い方を

させていただいておりますが、この具体的な道

の駅のエリアはどこかということで御質問いた

だいたところです。こちらにつきましては、こ

れまでも全員協議会等の資料でお示しさせてい

ただいていたかと思いますが、現在の新庄市の

エコロジーガーデンに国道13号線を含めた国道

13号線との間の新たな用地取得の部分を含めた

全体のエリアを指して道の駅の登録を行ってい

くということで国交省との協議を進めていると

ころでございます。 

  最後に、名称ということでございますが、現

在、説明の中で使わせていただいております、

エコロジーガーデン周辺道の駅という名前につ

きましては、市役所の中での名称ということで、

これまでずっと説明させてきていただいている

エコロジーガーデン周辺道の駅、またインター

チェンジ周辺道の駅ということを混同されると

困るということで、エコロジーガーデン周辺道

の駅ということで説明をさせていただいている

ところでございます。 

  実際に国土交通省との協議の内容、協議名称

という形につきましては、仮称でありますけれ

ども、道の駅新庄という形での名称で国とは協

議を行っているということでございますので、

よろしくお願いいたします。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 名称にこだわったとい

うのは、道の駅であれば、当然管理を前提とし

て設置するわけですから、周辺という曖昧な言

葉が入ることによって、どこまで管理していく

んだろうかという疑問が生じたからであります。 

  それで、引き続いてお尋ねしたいのは、駐車

場についてはかさ上げしなければならない、最

低50センチメートル以上と聞いていますが、そ

のかさ上げをすることによって、現在の国道、

それから旧北辰小学校のほうから入る市道、現

エコロジーガーデンの敷地、落差はどのぐらい

になるでしょうか。それが１点。 

  それから、以前からやってきたんですが、い

ろんな疑問が各議員から発せられていますけれ

ども、全ての場合、その目的があって箱物を造

るわけです。残念ながら、今回も箱を先に造っ

て、道の駅としての管理、運営、コンセプトを

どうつくっていくかということが、一応は出し

ていますよ。中身がほとんど詰まっていない状

態で、箱物優先の進め方になっているんではな

いかということで、非常に残念に思っています。 

  道の駅を造ることによって、地域にどう恩恵

を与え、地域の産業を育て、そして市民と共に

この地域の発展を図っていくということが、そ

の目的だと思うんです。初めに箱物が来て、道

の駅を造るということで、それが先行している

から、市民はあれ何だべというふうに動揺とい

いますか、疑問に思っている市民が多いんでは

ないでしょうか。そのことについて、まずお尋

ねします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 まず初めに、駐車場を整

備するに当たりましての盛土の関係で、既存の

道路、また施設との高低差についての御質問を

いただいたところです。 

  実際には、今回計上させていただいておりま

す詳細測量によりまして、細かな数字が出てく

るということで御理解いただきたいと思います
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が、今現在おおむねの数字ということでお示し

させていただきますと、国道から現在の取得し

ようとする用地の農地としての高さを比較しま

すと、約1.5メートル程度ぐらいはあるんでは

ないかと目測しております。 

  実際に全体の高さを比較しますと、一番高い

のが国道、その次に高いのが北辰前線で、エコ

ロジーガーデン自体の高さについてはその次ぐ

らいで、それよりも低いのが、現在確保しよう

としている農地の地盤面ということで理解して

おります。実際に50センチメートル程度の盛土

をした場合の高さ関係ですが、国道からは１メ

ートル程度下がってくるのかなという形で認識

しております。北辰前線についてはほぼ近い高

さになるかと思いますが、若干下がっていくよ

うな形になるのではないかと想定しております。 

  既存のエコロジーガーデンの地盤との比較に

つきましては、おおむね平たんな場面で移動で

きるような形で整備したいということで現在は

考えているところでありますが、具体的には今

後行われる詳細測量を基にしまして、概略の設

計、また実施設計という形で進めていくことに

なるかと思いますので、その中で詳細に決定し

ていくということになろうかと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

  次に、今回整備をしようとしている箱物の内

容について、箱物に目的があるのかというふう

なことの御意見かなと考えております。新庄市

としましては、これまでも説明してきておりま

すけれども、既存施設を活用した道の駅の整備

ということでうたっております。これはどうい

うことかといいますと、現在新庄市で保有して

いる登録有形文化財であるエコロジーガーデン

の中の建造物を活用しながら、その周辺の環境

も含めて、来訪者の方にゆったりとした形でお

過ごしいただく施設として整備をしたいという

形で考えております。 

  このたび整備する内容としましては、その道

の駅においでいただく方のための駐車場、また

道路利用者のための休憩施設としてのトイレ、

休憩所、また情報発信施設の整備ということで

考えております。ですので、今回整備する箱物

の中身につきましては、特別目的、市としての

地域連携施設としての機能をそこに持たせると

いうものではなく、道路利用者のための休憩機

能を重視した箱物を整備するということで御理

解いただいたほうがよろしいのかなと考えてお

ります。 

  ただ駐車場につきましては、道路利用者分に

加えまして、当然エコロジーガーデン、今後整

備、また展開していく活用の方法などにおきま

しても、当然現在のイベント等の活用において

も不足している駐車場等含めまして、不足して

いる駐車場を十二分に利用できるような広さの

駐車場が必要ということで、市としても国との

一体型の整備の中で主張しながら協議を行って

いるところでありますので、そちらも含めて考

えているところでございます。 

  全体の機能、目的としましては、新庄市が保

有している歴史的な財産を活用した集客施設、

また新庄市の文化を感じていただける施設とし

て利用していただくための施設ということで御

理解いただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 先に、道路との高さ関

係でどうなるかというのは、以前当初、地域防

災の地域、狭い意味での防災の拠点としたいと

いう、そういう発想があったからです。その程

度の50センチメートル埋め立てたにしても、そ

のぐらいの通行する道路との高さがないんであ

れば、実際には防災拠点としては活用できない

んではないでしょうか。 

  あとそれと、箱物とコンセプトの関係で言い

ましたけれども、エコロジーガーデンの整備計
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画がまた示されたようでありますから、それは

その段階であれしますけれども、どうも道の駅、

エコロジーガーデン整備計画、歴まち、何かば

らばらな計画なように進んでいると思うんです。

さっき長沢課長は、エコロジーガーデン道の駅

を新庄のまちの中に誘導するための拠点とした

いという、そういう答弁をされました。いずれ

市全体の総合計画の中に影響してくると思うん

ですが、とするならば、新庄のまちづくりとし

ての大きな今までやってきたまちづくりとは違

った方向に持っていくということになるんでは

ないでしょうか。 

  当然、町の中といっても、商店街、それから

公共施設への誘導をどうするか、それから一番

大切な新庄城址公園との誘導をどうするか。そ

の辺がはっきりしない中で観光の拠点としたい

というのは、ちょっとそういう発想は独り歩き

するので非常に危険だなと思いますので、今後

の新庄のまちづくりをどうするかという、そう

いうことの段階でも議論したいと思います。も

う一度お答え願います。防災拠点になるのかど

うか。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

髙橋富美子議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 新庄市のまちづくりということ

についてでありますけれども、今現在、新庄市

の大きな施策の柱としまして、歴史まちづくり

法による計画策定を行っているところでありま

す。国交省、文化庁と農林水産省の関係の協議

を経るということになっておりますが、そちら

のほうは大枠で順調に進んでいるところであり

ます。 

  その計画の大きな柱としましては、新庄城址

公園を中心として、歴史文化を再発見するとい

うことを確認して、雪の里情報館、そして御霊

屋、そのほかエコロジーガーデンを線として結

んで全体として見せていくということを国のほ

うにも示しているところであります。 

  そして、先日歴まち関係の国の担当者が新庄

にお越しいただきまして、その際、エコロジー

ガーデン、あの原風景見ていただきましたが、

大変東京方面にはないすばらしい地域資源だと

いう評価もいただいているところであります。

このようなことから、エコロジーガーデン、そ

もそも有力な地域資源でありますけれども、そ

こを駐車場の機能を補完する形で、より一層使

いやすい施設にした上で、歴まち法での国の補

助もいただきながら、新庄城址、そして雪の里、

御霊屋、エコロジーを一つの軸とした、まちづ

くりと考えているところでもございますので、

御理解いただければと考えております。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 地域の防災拠点としての

エコロジーガーデン周辺道の駅の位置づけとい

う部分についても御質問いただいたところです。

これまでも説明の中で、防災的な拠点としても

活用できるのではないかということで説明もさ

せていただいてきたところでありますけれども、

市として考えている防災的な利用の方法としま

しては、大きな形での防災拠点としての活用と

いうことまでは考えていないということで御理

解いただきたいと思います。 

  当然、24時間活用できる施設の中で、24時間

電源が供給される、また24時間利用できるトイ

レがある、また200台程度の駐車スペースがあ

るということがございまして、当然道路利用者

の一時的な避難場所としての活用は十分にでき

るということで考えているものであります。 

  また、地域の方々に対しましても、人が集ま

ってこられる場所ということでもありますので、

もし災害等の場合の一時的な立ち寄り場所とい

うか、独りで不安な避難を行う前段での人のい

る場所を提供できるということを踏まえての一

時的な防災拠点としての活用を考えているとい

うことで御理解いただきたいと思います。 
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  実際には、拠点としてそこを構えるというこ

とではなくて、24時間活用できる施設を御利用

いただくということでの御理解のほうが正しい

のかなと思っておりますので、その辺よろしく

お願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） それでは、私のほうか

ら３点ほど質問させていただきます。補正予算

書６ページになります。先ほど小野議員のほう

からも質問ありましたけれども、６の１の３農

業生産資材高騰対策支援事業費補助金、それか

ら次の６の１の６水田麦・大豆産地生産性向上

事業費補助金、それから質問が相次いでおりま

すけれども７ページ、８の４の１道の駅に関し

まして質問させていただきます。 

  初めに、生産資材高騰対策支援事業費補助金

ということで、先ほどの質問で内容等は分かり

ました。市長提案の際にも再生協を通じてとい

うふうにありましたが、例えば予算成立後、農

家への支援交付までにはどのような工程を考え

ていらっしゃるのか、お伺いします。 

  次の水田麦・大豆生産性向上事業費補助金、

これ、財源を拝見しますと県の支出金というと

ころで、市の裁量は及ばないのかもしれません

が、これは新庄でいけば、大豆そば生産組合の

機械購入等への支援かなと思いますが、本来で

あれば３月の当初予算で出されるべきものが、

なぜ８月まで遅れてしまったのか。これで困っ

ている生産組合、大勢いるのかなと思いますが、

実情をどのように把握されているのか。 

  それから、道の駅に関してですけれども、去

る３月24日だったと思いますが、８市町村、そ

れから民間を含めた市民要望が高い新庄インタ

ーチェンジ付近への道の駅、検討会が始まって

いるわけです。このたびの補正予算と若干離れ

てしまうかもしれませんが、話せる範囲で結構

です。市長が当然そこでリーダーシップを執っ

ていらっしゃると思いますが、市長だけの思い

が通る組織ではございませんので、検討会でど

んな今話合いがされているのか。そのようなと

ころ支障のない範囲で、差し支えない範囲で結

構でございますので、お示しいただければと思

います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 石川議員のほうから２点、ま

ず農林課のほうにいただきましたので、初めに

生産資材の高騰対策についての流れについて御

説明いたしたいと思います。 

  本日、議会の議決を経ました後、再生協の予

算化をしなければならないということでござい

ますので、再生協のまずは幹事会を開催させて

いただいて、その後、臨時総会のほうでその予

算を議決いただくというような流れにしたいと

思います。その後、農業者への周知を図りまし

て、交付金の実際の交付については、必ず年内

には交付したいというようなことで、早ければ

11月とか、まず遅くとも12月には申請いただい

た農業者の方への支援を完了させたいと考えて

ございますので、御理解いただきますようよろ

しくお願いします。 

  それから、水田麦・大豆産地生産性向上事業

費の補助金につきましてですが、こちらは国の

財源を使いまして、県から昨年度は直接、農業

団体への補助事業ということでございましたが、

今年度につきましては市を経由した間接補助と

いうようなことになりまして、県の割当て内示

が６月の８日に市のほうに来ているもんですか

ら、当初予算には間に合わず、６月の補正にも

間に合わなかったということでございます。 

  議員おっしゃるとおり、春作業用の機械の導

入を検討されていた農業者団体もいらっしゃっ

たもんですから、そちらの生産者からはなぜも
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っと早くという声は確かに頂戴しているところ

でございます。この時期になった背景というよ

うなこともございますが、なるべく秋作業用の

収穫機、コンバインですね、それから汎用乾燥

機、こちらについてはなるべく間に合うような

形で、この時期がぎりぎりだったのかなと考え

てございます。 

  なお、来年度以降もこの事業があるようであ

りましたら、県のほうとの話の中で、県の当初

予算に予定しているということであれば、なる

べく早くできるような形での予算措置も市とし

ても考えなければならないのかなと考えてござ

います。 

  以上でございます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅整備に関しての内

容で御質問いただいたところです。新庄市にお

きましては、施政方針の中で第１段階としてエ

コロジーガーデン周辺道の駅についての準備を

進める、第２段階としてはインターチェンジ周

辺の道の駅について協議を進めていくというこ

とでお示しさせていただきながら、現在も進め

ているところでございます。 

  議員おっしゃるとおり、昨年度末、インター

チェンジ付近道の駅の検討会ということで、最

上８市町村の首長様、また最上郡内の商工団体

の方、また国と県も一緒になって協議を進めて

いくということで組織づくりをしたところでご

ざいます。その後、その検討会の下に作業部会

というものをつくらせていただきまして、各市

町村と商工団体の担当者の方が集まっていただ

きまして、それぞれの地区、また団体のほうか

ら、現在希望するというか想定というか、必要

と考えている道の駅の内容について意見を求め

ているところでございます。現在、その内容に

ついて集約したものを、改めて各団体のほうに

再配布させていただいて、その内容について再

検討いただいているという状況であります。 

  その後、作業部会のほうで大きなコンセプト

の方向性などというところをいろいろともませ

ていただきまして、その方針について次回の検

討会の中で、各首長様はじめとする委員の皆様

から御協議いただいて進められていくというこ

とで準備をしているところでございます。まだ

具体的なその内容につきましてはお示しできる

ようなものではございませんので、改めてその

検討会などを踏まえて、必要なまとまった部分

がございましたら、また説明させていただく機

会も設けさせていただきたいと考えております。 

  基本的には、施設の設置等につきましては、

各自治体においての協力を惜しまず実施してい

くということは必要になってくるかと思います

が、実際の経営に関しましては、当然、商工団

体も含めまして、民間の力を借りながら経営を

していくことが必要だろうということもござい

ますので、そちらも併せて連携して進められる

ように、それぞれの御意見いただきながらまと

めていければいいなということで考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

髙橋富美子議長 市長山尾順紀さん。 

山尾順紀市長 このことについては、広域議会の

町村会等での主張の中での話ということになる

わけでありますけれども、議員おっしゃるとお

り、町村長は何を考えているかというようなこ

とでございます。これまでの事例からいきます

と、最後はお金ということになるわけでありま

して、新庄市がどのぐらい負担するかというこ

と、足元を見てきますので、非常にこれまでも

様々な合同でやる際もですね。また、15年後に

新庄市と郡部との人口が逆転するという問題も

ございます。そうしたことを踏まえますと、話

合いの中では、するにしても公設民営だろうと。

公設の部分はどんな部分だと。今、エコロジー
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ガーデンをやろうとしている駐車場と、情報案

内所というようなところが妥当ではないかとい

うような町村長の何気ない話合いの中ではある。 

  また、町村長の中から働き方改革というよう

なことがあって、国道47号、13号全て国に対し

て重要物流道路の申請をしています。これは将

来、道路の改修する際の基本となる重要物流道

路となるわけなんですけれども、将来は恐らく

コンテナ車を運ぶときの道路の拡幅となるわけ

ですが、８市町村そろって国交省に申請してお

りますので、それが認められているとした場合

に、８市町村でそのための施策を組まなければ

いけないんではないかというところまでは話は

されて、さっき言ったように公設民営の民営の

部分については、そもそも手を出したくないと

いうような本音をいただいているというような

ところです。ですから、あとそれは商工会のほ

うで求めるランドマークタワーというのはどの

ような想定をし、どのような規模なのかという

ことは、これからのすり合わせになってくるん

だろうなと思います。 

  やっぱり８市町村ともさっき15年後と申し上

げましたが、一番は人口減少であります。新庄

最上だけではなく全国が人口減少になるという

ことで、全国市長会あるいは県の市長会でもそ

ういうことが話題になり、公共施設の在り方と

いうのはどのように考えるんだというのがいつ

も話題になっているところであります。そうし

た意味では、今はよいかもしれませんが、将来

の子供たちにやっぱり負の遺産を残さないとい

うふうにはどうするのかということを我々は真

剣に考えていかなくてはならないというような

話を町村会等で話しているというようなこと。

それから、事務局としては様々な考え方を集約

しているわけですけれども、今後そのすり合わ

せ、予算、国の支援、そうしたこともトータル

で考えていかなくてはならないんだと思います。 

  また一方で、高速道路の付近というようなこ

とが、本当に提案あるわけでありがたいんです

けれども、石巻道路、まだ全然かかっていない

ということで、新庄酒田道路の運動をやって30

年、ようやくと思っていたら、地滑りでまた開

通年度が分からないということ。おかげさまで、

東根大石田間がつながって、今度は泉田道路ま

で11月の末にはつながると。金山道路につきま

してもさらに、泉田道路が今年度中というよう

なことでなっておりますので、その辺は８市町

村ともに慎重に。 

  そして、今大きな仕事しましては、目の前に

消防の建て替えということで、これも数十億円、

数十億でも30億円以内ぐらいだと思うんですけ

れども、そういう問題についても今抱えている

ということで、将来負担をどう考えるかとそれ

ぞれの町村長が真剣に考えておりますので、そ

れ以上のこともそれ以下もないんですけれども、

実情をお知らせさせていただきます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

髙橋富美子議長 石川正志さん。 

１４番（石川正志議員） 道の駅に関しては理解

しました。機会を捉えて、出せる範囲で結構で

すので、新庄市議会のほうにも情報提供してい

ただければと思っております。 

  農林のほうに戻りますけれども、県から出て

いて、国が出している、市が習慣的に入ってし

まったという流れで分かりました。本来であれ

ば、直接やれば時間的ロスも避けられたはずで

すね。課長答弁の中でも、関係機関、県とこれ

から調整していくという答弁でした。よろしく

お願いいたします。 

  一番最初の資材高騰に関わる部分です。今回、

小野議員もおっしゃっておられましたけれども、

機会を捉えて非常に農家にとってはありがたい

と。遅くても年内に農家に支払われるというこ

とで安心しておりますが、本来であれば、資材、

経費の増加した部分を生産物、つまり新庄市で

いけば、米や野菜に転嫁されれば税金で手当て
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することは必要ないのですが、残念ながら今そ

ういった雰囲気ではないと。いかに消費者価格

を抑えるかということで、国も一生懸命汗かい

ていると思います。 

  これはちょっと先の話して申し訳ございませ

んが、多分このたび本当にありがたい政策では

あるものの、実質、資材高騰による影響が出て

くるのは来年以降かと思います。つまり今年度、

農家が今使用している特に肥料関係は、昨年度

も比較すれば価格高騰は発生しておりましたけ

れども、今のように1.9倍、２倍までは上昇し

ていなかったということで、市が本当に真面目

にこれから考えなければならないのは、来年の

作付に関してどういった支援をしていくかとい

うことかと思いますが、今報道によれば、政府

のほうでももう具体的な支援策をどうするのか

というふうに検討に入ったという報道もござい

ますが、市の農林サイドとしては、その意見踏

まえてどういった考えでいらっしゃるのか、最

後にお伺いいたします。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 大変ありがとうございます。

農林、市の一行政としてどこまでできるのかと

いう問題は確かにあるかと思います。今回の燃

油高騰、様々な資材高騰対策につきましては、

確かに６月から急に上昇し始めて、また秋には

上がってくると、来年度にはまた上がるという

ことで、大変厳しい状況なのかなとは推察して

おります。 

  加えて、先ほど議員おっしゃったとおり、生

産物の価格についても抑えられていると。実際、

ほかの生産物を見ますと、通常は生産した方が

価格を決められるにもかかわらず、農産物につ

いては自分で決められないというジレンマもあ

るかと思います。今年度につきましては、幾ら

かの農業者の足しになればというようなことで

あります。 

  また、先ほど議員おっしゃられたとおり、国

のほうでも肥料高騰の対策の支援がなされると

いうことで、現在私どももその説明会等を実際

受けているところでございますが、2008年に実

施された制度をなるべく簡素化した形で実施し

たいというような情報については把握してござ

いますが、この具体的な流れ、仕組みについて

は、これから詰められるものだろうと推察して

おります。 

  こちらのほうが出てきた段階で、市のほうと

の事業となるべくダブった形で、支出にならな

いような形にしたいなと思います。というのも、

両方が入ったことによって、支援が受けられな

くなってしまうということがあってはならない

というようなことを考えてございますので、今

後ともそういった国の制度、県の制度を注視し

ながら実施してまいりたいと思っておりますし、

様々な補助事業、メニューがございますので、

そういった支援策についても周知徹底を図って

いきたいと考えてございます。 

  以上です。 

髙橋富美子議長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ページ６の６の１の３

で農業振興費、農業生産資材高騰対策支援事業

費補助金6,844万円について、先ほどいろいろ

教えていただきまして、農家の肥料、輸入尿素

などの肥料が、６月から10月の秋の肥料に対し

て、春に比べて最大94％もの値上げになり農家

は大変だということで、これに対して先ほど上
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がった分の８分の１ぐらい、市で国の援助を受

けて支援できるという話になりました。 

  しかし、農家の場合は、この差額を本当はこ

れだけではなく、全額してもらわないと再生産

できないぐらい追い込まれている農家ではない

かなと考えます。そういう意味で、国に対して

肥料価格の高騰分の差額補塡を全額国にやって

もらいたいという要望などが必要なんではない

かなと思うんですが、その点どうでしょうか。 

  また、畜産では飼料価格も高騰しておりまし

て、輸入原料価格が前年比令和４年の１月から

３月分だけの飼料ですが、前年比で144％上が

っておりまして、さらにこれからも上がってい

くことを考えますと、畜産についても大変な農

家の負担になって苦しいという声を聞きました。

そういう意味では、コストが増えているわけで

すから、高騰前の価格の補塡を直接、国がする

ことが必要ではないかと思うんです。そういっ

た要望などを今後やる気持ちがあるか、やる必

要があると考えていないか、お願いします。 

  と同時に、堆肥とか、稲わらなど、肥料の循

環利用の拡大支援、これも地域内で肥料を生産

するというか、そういうことが必要でないかと

思いますが、そういったことの支援はどう考え

ているか、お願いします。 

  次に、６ページの７の１の２で、原油価格・

物価高騰対策事業費3,692万1,000円、これは燃

油が多くかかっている貨物運送事業者の緊急支

援ということでありますが、それはもちろんあ

りがたいことだと思います。大切だと思います。 

  市民の状況を見ますと、原油価格・物価高騰

などで貨物運送以外でも影響している業者がた

くさんおられます。そういった方への支援を行

うべきでないかなと考えますが、そういう考え

は今後ないか、あるか。例えば鹿児島県の大崎

町では、売上高に対して最大20万円を交付する

という自治体独自の支援も行ったり、水道料金

の免除ということをやっている自治体も出てい

ます。そうやって、今物価高騰、そして原油価

格が上がっているこういう問題について、多く

の市民が苦しくて生活困窮になっているような

気がします。そこに支援するということが今後

考えられないか、お願いしたいと思います。 

  次に、７ページの８の４の１で公有財産購入

費5,442万9,000円、そして補償、補填及び賠償

金63万9,000円についてお聞きします。このエ

コロジーガーデン周辺の道の駅駐車場用地に土

地を買うお金だということですが、ここに根抵

当権設定4,000万円の場所があります、全部で

はありませんが。さきに課長は、そこを外して

もらってから買うということになるようなお話

をしていましたけれども、そうなっているのか。

外したというふうに確認できているのかという

ことをお聞きします。 

  それから、この土地は五日町字一本柳という

ところで、固定資産の評価額は１平方メートル

当たり、田んぼの場合は88.6円と伺いました。

１万7,000平方メートルという広さを、この評

価でいくと、固定資産の評価は150万円余りで

はないのか。こういう評価のところを購入する

価格としては、あまりにも高いのではないのか

という点についてお伺いします。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

髙橋富美子議長 農林課長柏倉敏彦さん。 

柏倉敏彦農林課長 農業費関係で大きく分けて３

点ほど御質問いただいたかと思います。 

  初めに、資材高騰に係る部分でございます。

こちらについては、先ほどの議員さん方に答弁

もしたわけですけれども、市でできる財源とい

うものも限られてございますので、県の市長会

等を通じて要望活動は現在も行っておりますし、

今後も進めていきたいと考えてございます。ま

た、国の支援制度もるる発表されてございます

ので、そちらと市の対策を有機的に結びつけな

がら、支援対策として進めていければなと考え

てございます。 
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  それから、畜産の関係でございますが、畜産

関係の農耕飼料等の資材高騰対策については、

もう既に発動されてございまして、既に支援を

受けている畜産農家の方たくさんいらっしゃい

ますので、そちらのほうをまずは受けていただ

いて、それでも足りない部分についての市長会

等を通じた国への要望活動というような形で進

めていければと考えてございます。 

  それから、わらとか堆肥等の資源循環という

ようなことで御質問をいただきました。既に耕

畜連携で、わらを供給した耕種農家から、畜産

農家がそれを利用して、それから出た堆肥等を

農地に散布するというような連携がなされてい

るわけですけれども、こちらにつきましても、

今般の肥料の価格高騰対策の一つの取組メニュ

ーの中に、そういった堆肥の施用という部分も

ございますので、全てがその堆肥で賄えるとい

うことではないかもしれませんが、そういった

こともこれから周知しながら進めていければと

思います。ただし、その堆肥を全て使えばいい

のかということの営農的なものもございますの

で、そちらについては量的なものも勘案しなが

ら、今後進めていくべきだろうと考えます。 

  以上でございます。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

髙橋富美子議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 原油価格・物価高騰対策

事業費の支援寄附金の御質問についてでござい

ますが、他業種への支援ということでございま

すが、今回運送事業者のほうに絞らせていただ

いたのは、以前よりタクシー、それから運転代

行者さん、バス業等々、様々な事業で給付金の

支給をしてまいりました。ということで、今回

は全く今まで市の対象外でした運送事業者のほ

うに一旦はまず対象を絞らせていただいたとい

う形になってございます。 

  今後の支援の在り方でございますが、当然に

して今回で支援の仕方がやり方が終わるわけで

はございませんので、国の動向を鑑みまして注

視しながら、今後も支援を検討してまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅整備事業に関しま

しての公有財産購入費に関係する御質問をいた

だいたところです。 

  まず、１つ目に、地権者の中に抵当権の設定

された用地があるということで御質問いただい

たところです。この内容につきましては従前の

御説明の中でも、抵当権が設定されている用地

があるということは事前にお知らせも、確認も

させていただいているところでございますし、

また地権者の方にも、その内容はお示しさせて

いただきながら、その解除に向けての準備の内

容についても確認させていただいておりました。 

  現在、まだその抹消、解除の状況については、

最終的な確認はしていないところではあります

が、御本人様の言葉としまして、抹消について

は問題なく対応できるということで御回答いた

だいておりますので、実際には、今後の用地交

渉の中で確認させていただきながら、契約とい

う形への事務手続を進めさせていただきたいと

考えているところでございます。 

  また、今回の計上させていただいております

用地費用の単価ということでございますが、こ

ちらにつきましては、当初のほうに予算計上さ

せていただいておりました不動産鑑定業務の中

で業務をしていただいております。その業務の

中で市場取引価格や近隣物件の内容など、先ほ

ども御意見いただいた不動産の評価額なども基

にしながら鑑定をしていただくという形になっ

ていくものでございますので、それも踏まえた

形での判定結果を基にして、交渉の単価という

形で進めさせていただきたいと考えております



- 38 - 

ので、よろしくお願いいたします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

髙橋富美子議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 私のほうからは、ただい

ま生産資材の高騰の部分、あるいは貨物運送の

燃料の部分の御質問をいただきましたけれども、

加えまして新生児定額給付金や給食の材料費高

騰等、今般の補正予算につきましては、地方創

生臨時交付金を１億3,900万円ほど充てさせて

いただいております。先ほどの答弁の中でも、

今回でゼロになるという御答弁申し上げたとこ

ろですけれども、今後、低所得者世帯、あるい

は様々な各課にわたる燃料高騰や新型コロナウ

イルス感染の部分につきまして、全庁的なバラ

ンスを見ながら、また国の動向等を鑑みながら、

場合によっては一般財源等も検討しながら、バ

ランスを見て総合的に様々な事業を検討してま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいま臨時交付金の

これからの動向、それからさらに市の一般財源

も考えて対策を考えていきたいというお話を伺

いました。国の臨時交付金のほうでは、３回目

の実施計画の募集があり得るとも言われており

ますし、最終受付は冬頃まで予定しているとも

言われておりますので、市民の声、議会の声も

聞きながら、ぜひ市民の生活を守るために頑張

っていただきたい。 

  特に一般市民も含めて光熱水費の価格の上が

り、業者ももちろん、自営業者もそうです。そ

れに対して、水道料金の免除という制度で対策

している埼玉県の鳩山町、奈良県の、読めない

んですけれども、生駒市というんでしょうか、

そういう自治体も出ています。北海道の津別町

でも、必要書類を確定申告書第１表、または住

民税申告書などで水道料金の免除も受けられる

ようにするということも含めて考えていました。

やっています。そういったことも必要だと思わ

れますが、どう考えているでしょうか。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さんに申し上げます。 

  ただいまの質疑は議題から外れておりますの

で、質疑の際はそのことを踏まえて、質疑の趣

旨を明確にして発言をお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 原油価格・物価高騰対

策事業ということで、市民が困っている方々に

さらに市独自でできる支援を考えていないか、

再度お聞きします。 

  それから、公有財産購入費の5,442万9,000円

のことなんですけれども、新庄市の税務課にお

聞きしましたら、固定資産の評価がこの場所は

田んぼの場合、１平方メートル当たり88.6円と

伺いました。ということで、この固定資産の評

価からしますと、5,442万9,000円というのがあ

まりにも高い。この面積でいくと、掛けてみま

すと150万円余りで、これが固定資産の評価に

なるわけなんです。それが5,442万9,000円とい

うふうに高く買おうとしているというか。これ

は先ほどからほかの議員の方も、冬の利用など

はほとんど見られないだろうと考えられる駐車

場、それに対してこれほどの土地価格で買わね

ばならないのか。ということで、やはり疑問が

湧いてきます。その点についてどうお考えでし

ょうか。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

髙橋富美子議長 副市長小松 孝さん。 

小松 孝副市長 固定資産税の評価額の考え方と

いうことでありますけれども、宅地については、

通常、売買実例からの比準、あと相続税路線価

からの比準ということから固定資産税の評価額

を算出するということになっております。 

  また、農地については、土地の生産性、例え

ば田であれば水稲の生産性、畑であれば野菜関

係の生産性に基づいて評価額を算定するという

ような評価基準になっているのが固定資産税の
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評価の仕組みということですので、実際の売買

とは違う算出をある意味、農地ではしていると

いう制度になっておりますので、御理解いただ

ければと思います。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

髙橋富美子議長 総合政策課長川又秀昭さん。 

川又秀昭総合政策課長 地方創生臨時交付金の今

後の活用につきましては、様々な各課横断的な

事業がございますので、総合的に検討しながら、

今後進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

髙橋富美子議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 登記簿を調べたところ、

登記簿を今変える手続をしているので中身を見

せられないと言われました。ということは、こ

のたびの根抵当権設定されたところの登記簿を

変えようとしていますが、どういうような中身

に変えようとしているのか。分かっていれば、

お願いします。中身は私たちには教えられませ

んでした。それから、不動産鑑定をしておりま

す。不動産鑑定の結果の価格は幾らだったので

しょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 登記簿の現在変更作業中

だということで御確認されたということでござ

いますが、その登記自体に関しましては所有者

御本人の手続によるものと思いますので、今現

在、市としましてはその内容については承知し

ていないということで御理解いただきたいと思

います。今後、今回の予算について御可決いた

だいた後に、改めまして用地交渉という形で所

有者の方との折衝を進めていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

  不動産鑑定の鑑定結果の価格ということでご

ざいますけれども、こちらにつきましても、ま

だ地権者の方々との用地交渉、実施されていな

い状況でございますので、この場での公表に関

しましては差し控えさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） まずは、７ページの７

款１項５目、こちらの先ほど質疑もありました

が、350件の市内事業者売上減少対策事業費、

350件の対象者があって、そのうちこの申請を

しなかったところが150件あると。この事業の

終了が６月30日、そこから今１か月以上たった

ところですが、この150件も申請しなかった市

内事業者、どういった理由であるのか。なぜ申

請しなかったのか。また、例えば事業を辞めて

いたりとか、自分のところは対象ではないんで

はないかと勘違いしていたりとか、いろんなパ

ターンが想定できるのかなと思うんですけれど

も、どういった理由で150件も申請しなかった

のか。これをどのように検証しているのか。調

査して検証しているのか。していれば、そちら

のほうをまずお答えいただきたいということ。 

  そして、８款４項１目都市計画総務事業費、

道の駅、これまでも、今も佐藤議員から質疑も

ありましたが、まずこの公有財産購入費用とし

てのこの算定に当たった見積りに当たってです

けれども、これまでも何を根拠にしたのかとい

う質問であったりは出たと思うんですけれども、

不動産鑑定評価書というのは、市としては３月

当初予算でまずは可決されております。こちら

をいつ依頼して、そして何月何日提出受けてい

るのか、受けていないのか。成果表がもう手元

にあるのか、ないのか。そちらをお伺いしまし

て、もしある場合は今回のこの5,442万9,000円

という公有財産購入費については、平米当たり

にして3,200円、約ですね、１反歩にすると320

万円。その土地収用の価格として、この金額が

本当に適正なのかどうなのか。 
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  先ほど副市長からも、農地を農地で購入する

場合は、農地の生産量がその収用価格の算定に

なるやに……、失礼しました。固定資産税を根

拠とする場合は、農地は農地の生産量という答

えだったんですが、今回この買い受けようとし

ている5,442万9,000円を見積もった根拠、こち

らのほうは何を基にしたのか伺っておきたいと

思います。 

  そして、21節にある補償、補填及び賠償金、

こちらについては、対象の土地の中にある井戸

であると伺っております。ですが、この井戸の

ための小屋、こちらの算出方法と補償費、こち

らのほうは63万9,000円の金額を見積もって計

上しておりますが、こちらの費用を何が対象で

どのような方法でこの金額としたのか伺います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

髙橋富美子議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 事業者支援緊急給付金の

ことについて質問をいただきましたが、申し訳

ございません、先ほど私の答弁の御説明の中で

少々言い方が不足しておったところがあるよう

でして、まず想定いたしました事業者の件数な

んですが、約350件ほど、先ほど議員のほうか

らありましたとおり、150件ほど申請がないと

いうのではなくて、６月中旬頃に150件ほどの

まだ申請をいただいていなかったところに対し

て直接郵便をこちらのほうで忘れていませんか

ということで送らせていただいたという件数が

150件ほど、最終的には申請いただいたのが約

260件ほどになってございます。 

  その理由等で申請をしなかった事業所さんの

様々な理由あると思われますが、やはり一番大

きな理由といたしましては、今回の申請の基準

に該当しなかった。もしくは申請をまるっきり

忘れて失念しておった、もしくは今回の給付金

の事業にかかわらず、前提といたしまして事業

を継続していただくというのが基本的なスタン

スでございますので、そちらの事業の継続を断

念された、この３種類に区別されるかと思いま

すが、こちらのほうではそこまでの追跡調査は

行ってございません。 

  以上でございます。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅整備事業の公有財

産購入費及び補償、補填及び賠償金の金額につ

いての御質問をいただいております。 

  今回上程させていただいた費用の積算の根拠

ということでございますけれども、実際にはこ

れまで国とも協議をさせていただいた中で、国

での公共事業の取引事例なども参考にさせてい

ただきながら、近隣の取引事例を基にして予算

の参考とさせていただいております。また、当

初予算で計上させていただいております不動産

鑑定の委託に関しましては、ちょっと発注の明

確な時期、ただいま手持ちでないものですから

はっきりしておりませんけれども、鑑定の結果

はもう出されております。実際には７月の22、

23日だったかと思います。ちょっとそちらのほ

うも正式な日にちではございませんので、御了

承いただきたいと思います。その内容も踏まえ

まして、今回中身については、おおむね足りる

であろう数字として計上させていただいている

ものでございます。 

  補償、補塡費に関しましても、実際にこの補

償部分の内容につきましては、農耕用の井戸そ

のものでございます。こちらは今現在２か所を

把握しておりまして、その井戸に対しての補償

費ということで予算計上しております。この内

容につきましては、これまでも用地補償等の基

準をベースにしながら、そちらのほうを参考に

して予算計上しているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） この７款１項５目の市
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内事業者売上対象については、先ほど課長がお

っしゃいました、制度の基準に合わなかったと

説明されました。回答されました。市内業者の

中で、具体的に申し上げますと、飲食業をされ

ていて、１階にお客さん用の店舗もあり、そこ

で宴会もできる。しかし、建物の構造上で２階

で宴会ができる形になっている場合があります。

２階と１階を足して合計100平米になる。十分

対象になるにもかかわらず、市のほうから無理

だと、基準外だと言われたと。その内容をお聞

きしたときに、新庄市の今回のこの支援制度と

言いながら、実際市内のお店がそれぞれどうな

っているのか、実態を本当に分からないで制度

設計をしているなと実感をいたしました。 

  助けていると、困窮している大変な状況を手

助けしていると言いながら、手助けされていな

い、救済されていない、該当しなかった方があ

るんです。この制度設計に当たってはもっとも

っと、職員が足りないという状況にあるかもし

れませんが、市内のその対象となる業者の状況

をもっとしっかりと見ていただいて、そして制

度を組み上げていっていただきたいと切に願い

ます。漏れ聞こえてくる苦しい声を本当に聞い

ていただきたいと思います。 

  次に、道の駅、８款４項１目につきまして、

不動産鑑定評価については７月22、23日でまず

提出されているということです。そして、井戸

用のポンプ小屋については２か所ある。敷地内

に今２か所ほどありますと発言していただいた

かなと思うんですが、まずポンプ小屋のこの21

節に関わってくる部分にすると、担当課の窓口

で伺ったときは、その設備機器についてだと返

答いただいたんですね。では、設備機器がある

のかなと思って見ますと、設備機器自体はもう

取り外されていて使用していない状況で、建物

はもうやっぱり穴が空いてしまっていて、いつ

雨漏りというか、使っていない状況がはっきり

としている。ただ、電線を引いているメーター

器があり、そういったものを補償するのかなと

思ったんですが、算定の基準になるのは、地方

公共団体が収用する際の本というか、その手引

というか、そういったものを参考にしているん

だとは聞いたんですが、何の設備機器を対象に

しているのか、もう少し具体的に伺いたいとい

うこと。 

  そして、公有財産の見積りした価格について

は、購入の価格については、国の取引事例を参

考にしているとおっしゃっているんですが、新

庄市の看護学校のときも含めて、売買の基準に

なっているのが全て土地鑑定評価額ですね。ず

ばりその金額を計算して出してきていますね、

これまで。そうしますと、この事例だけ国の取

引事例を参考にしているという整合性が私はち

ょっと見当たらないんですね。 

  国のこの取引事例というのが、取引事例比較

法、鑑定評価を踏まえて徹底して近隣の事例を

全て集めて、そして計算を出しています。そし

て、国から言わせれば、この国の取引事例と基

礎自治体の保有財産を購入するときの金額とい

うのは、国や県のものに対しては参考にならな

いでしょうと聞いております。今回に当たって

だけ、毎回毎回、去年も土地を買ったところが

ありますけれども、そちらにしても、鑑定評価

を取ってからという返答をしていますよね。今

回限りこういう状況に、国の取引事例を参考に

しているんだという明確な納得のいく説明をお

願いしたいと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

髙橋富美子議長 商工観光課長小関紀夫さん。 

小関紀夫商工観光課長 事業者売上減少対策事業

費の御質問でございますが、今回の給付金の支

給の基本の設計の中で、基本的には１店舗当た

り10万円という支給が基本でございまして、先

ほど議員のほうから質問ありましたとおり、

様々加算をつけてございます。その中で宴会場

の加算の部分の御質問だったと思いますが、今
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後の制度設計の参考にさせていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 公共用地の取得、財産購

入費について再度質問をいただいたところです。 

  初めに、補償費に関してでございます。こち

らにつきましては、井戸ポンプ小屋ということ

ではなくて、井戸そのものと御理解いただけれ

ばと思います。そちらにつきまして２か所存在

しておりますので、その井戸２か所についての

評価基準に基づいた算定基礎を基にしまして、

今回予算計上をさせていただいているというこ

とで御理解いただきたいと思います。具体的に

井戸でございます、井戸。用地取得に関しての

補償基準の中に井戸というのがございますので、

その井戸に関しての補償費を基準に基づいて計

上させていただいているということでございま

す。 

  また、今回の用地購入費の単価ということで

ございますが、先ほど、国の公共事業の取引事

例だけということではなくて、を参考にさせて

いただきながら、不動産鑑定の結果も踏まえま

して、今回予算計上ということでございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

髙橋富美子議長 叶内恵子さん。 

２ 番（叶内恵子議員） 商工費については、ぜ

ひ現場の状況を本当に把握して制度設計をお願

いしたいと思います。 

  そして、道の駅の都市計画総務事業費につい

てですが、先ほどのほかの議員の質疑にありま

した、経済波及効果をお示しくださいと質疑が

あったかなと思います。その中で経済波及効果

については、具体的な返答はされていらっしゃ

いません。こういった道の駅の事業であればあ

るほど、経済波及効果って増えればいいと思っ

ていますというのは返答になりません。執行部

の皆さん御承知のとおり、ＫＰＩという重要実

績評価指標というものを設定して事業を進めて

いらっしゃるのではなかろうかなと思うんです

が、ここには初年度何人の来客があって、１人

単価幾ら売ってであったり、その自治体による

とは思うんですが、その経済波及効果を数字に

して、最低５年、長くて10年示すべきだと思い

ます。それが誠実な良識ある返答ではないかな

と思っております。この経済波及効果、具体的

にどのような指標を持ちなんでしょうか。 

  先ほどから、またエコロジーガーデンを目的

地として訪れていると、お客さんが今の段階で

も思っていると。その来客数を今後も増加を見

込んでいると。では、過去これまで、コロナ前

とコロナ後、kitokitoマルシェの来場者以外に、

エコロジーガーデンへの来場者、年間で何人あ

るのか、そしてリピート率はどうであるのか。

こういった数字も提示していく。これが誠意あ

るものだと思います。数字があるのなら答えて

いただきたい。 

  そして、今回パブリックコメントの公開の問

題で、市民グループがそのチラシを新聞に折り

込んだのを御存じだと思いますが、その中で、

これは市民グループの検証ですけれども、211

件のうち賛成が10件、反対が117件、保留した

ほうがよいという意見20件、不明が４件、この

ように苦労して検証して公開をしていらっしゃ

います。これを見ると、３万5,000人いる全市

民がこの事業に対してどのように考えているの

か。進めて反対なのか賛成なのか、どうなのか

分からない状況ではありますけれども、このパ

ブリックコメントの結果を見るならば圧倒的に、

通常パブリックコメントに寄せられる意見とい

うのはゼロもしくは１桁、よくて２桁、それを

考えたときにこれは驚異的なものです。そうい

った中で、圧倒的にこの事業に対する市民の賛

意が少ないと感じております。その中で、議会
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の採決の結果が民意ではないと考えている市民

の方が多くあると感じております。 

  その中で、この事業を進めていく上で、この

反対、するべきではない、この事業をもうちょ

っと再考してほしい、そう考えている市民の考

えというか思いを、まずは置き去りにして進め

ていくことになるかと思います。そういった場

合、造ってほしくないと思った市民、その人た

ちの血税もどんどん使われていくわけですけれ

ども、造ってほしくないと思っている市民の

方々がこの道の駅であったりを使用しなくても

いいように、この血税を、税金を使わない場合、

何％、金額にして一般財源の金額にしてどのく

らい含まれているんでしょう。それを示してい

ただきたいんですね。そうすると、造ってほし

くないと思っている市民の方は使わないと思い

ます。そして、使用する機会がどうしてもあっ

た場合は使用料を徴収する、そういった制度に

考えてもらってもいいのではないかなと思って

いるんですが、いかがでしょう。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

髙橋富美子議長 都市整備課長長沢祐二さん。 

長沢祐二都市整備課長 御質問をいろいろといた

だいたところです。先ほど別の議員の方からの

御質問で、経済波及効果ということでの御質問

ということでございましたが、私が受け止めて

いたのは費用対効果というふうなことで理解し

ていたと思います。費用対効果ということでご

ざいますので、これまでも市で考えておりまし

た全体事業費につきましては、国との一体型の

整備に向けて国とも協議をさせていただきなが

ら、現在までのところでも一定程度費用の圧縮

を心がけてきております。 

  また、市が負担すべき費用に対しましても、

国の交付金制度なども活用して、この内容につ

いてもできる限り市の負担を軽減できるような

形、また有利な起債も活用できる部分について

はできる限り使いますよということで、今現在

の試算の中で１億3,000万円ほどまで圧縮して

きたということで私どもは理解しております。 

  ですので、その費用に関しましては限りなく

圧縮していく、軽減していくという思いで今後

も設計を組んでいくということでございますの

で、その中での効果を発揮できる内容としまし

て、その利活用の増進、増加に向けて、今後の

施設の活用の方法、方針については、いろいろ

な試行も行いながら効果を上げていけるような

方策を取っていきたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。（「理解できま

せん」の声あり） 

  また、パブリックコメントにつきましては、

パブリックコメント制度そのものについて、今

回コメントの実施につきまして、道の駅整備計

画という計画の内容についての御意見をいただ

くパブリックコメントをさせていただいたと認

識しております。その内容につきましても、今

回公表させていただいたホームページの中でも、

その内容についてはお示しさせていただいてお

りまして、単なる賛否に関わる内容を今回の制

度の中でお酌み取りするという内容ではありま

せんでしたので、その辺は改めて御理解いただ

きたいと思います。 

  以上でございます。（「答えになっていませ

ん」の声あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  ここで、議案第37号令和４年度新庄市一般会

計補正予算（第４号）について修正動議が提出

されておりますので、事務局より写しを配付さ

せます。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時４８分 休憩 

     午後１時５０分 開議 
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髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本修正動議は２人以上の発議者がおりますの

で、動議は成立いたします。よって、修正動議

を直ちに議題といたします。 

  修正動議の説明を求めます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 勁草21、八鍬長一でご

ざいます。 

  議案第37号令和４年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）に対する修正動議を提案申し上げ

ます。 

  上記の修正案を別紙のとおり会議規則第101

条の規定により提出します。 

  提案理由。歳出８款土木費４項都市計画費１

億639万2,000円を削り、同額に見合う歳入20款

１項繰越金を減額するものです。 

  上程された都市計画費の補正予算案は、エコ

ロジーガーデン周辺道の駅の整備を進めるため、

用地取得費や造成・建築に係る設計業務委託料

等でありますが、市民説明が不十分で多くの市

民はこの道の駅の設置を望んでいないことであ

ります。 

  その理由として、１つ、東北中央道高規格道

路の開通により交通量が激減すること。 

  ２、駐車場はハザードマップの点から50セン

チメートル以上かさ上げしなければならないこ

とから、市民に親しまれているエコロジーガー

デンの景観が損なわれてしまうこと。 

  ３つ目に、市の財産となる道の駅ですが、収

支予測や維持管理費の明細が示されていないこ

と。 

  ４、多くの市民が関心を持ち、意見を寄せた

パブリックコメントを公開していないこと。 

  以上の理由から、エコロジーガーデン周辺道

の駅は再考するべきであり、別紙の修正案を提

出するものであります。 

  令和４年８月９日、新庄市議会議長、髙橋富

美子様。 

  提出者、新庄市議会議員、八鍬長一、同じく

叶内恵子であります。 

  別紙と参考資料がございますが、別紙は修正

に関わる表中であります。また、３枚目につい

ては参考資料であります。御覧いただきたいと

思います。 

  以上、提案申し上げます。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。 

髙橋富美子議長 ただいまから10分間暫時休憩い

たします。 

 

     午後１時５４分 休憩 

     午後２時０４分 開議 

 

髙橋富美子議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは、ただいまの修正案に対する質疑を

行います。質疑ありませんか。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 私のほうから質問させ

ていただきます。今回の修正案にですけれども、

２番のほうにエコロジーガーデンの景観が損な

われてしまう。どういったことで失われるのか

を質問いたしたいと思います。 

  また、３番目のほうに収支予測や維持管理費

の明細が示されていないということだったんで

すが、前の全協のときに維持管理費は約1,000

万円、うち市は負担が560万円と示されていま

すが、それで納得いっていないのかお伺いした

いと思います。これはしっかり明細が示されて

いると私は思っています。 

  次に、４番目パブリックコメントを公開して

いないということだったんですが、公開したこ

とによって要は二百何がしが出ていると思うん

ですけれども、実際しっかりとパブリックコメ

ントを要は公開していると思うんですが、なぜ
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ここが公開していないと書かれているのか、そ

の３点についてお伺いしたいと思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） お答えします。 

  佐藤議員とは若干認識の仕方が違うところが

あると思うんですが、そこはやむを得ないと思

います。 

  まず、景観の点ですが、あの昭和の原風景と

いうことが言われています。そこに50センチメ

ートルの土盛りをして、駐車場を造る。そして、

入っていくためには、さらにその駐車場からス

ロープを下がってあの敷地の中に入っていかな

ければならない。それから、今整備しています

が、今後どういう整備計画をしていくかという

ことも、まだ北側の整備も見えていません。そ

ういう点で、そういうあそこのよさを生かして

いくためのコンセプトをつくりながら、駐車場、

道の駅という箱物の整備をまず考えなければな

らないと思っております。 

  それから、収支予測ですが、維持管理費

1,000万円、違っていたらどうするんですか。

明細を示してください、そういう発言が全員協

議会の中でもありましたが、その回答はありま

せん。道の駅だけの収支予測も大事ですが、エ

コロジーガーデン全体として周辺道の駅と言っ

ていますから、そこの収支がどうなるかという

ことについても市民は大きな関心を持っていま

す。つまり、財産を持つということは、管理し

なければならないんです。管理は市民が負担し

て継続していかなければなりません。ましてや

道の駅という公的な施設では、採算合わないか

らやめるというわけにはいかないんです。幾ら

登録制度であるといっても、一旦手を挙げて開

設するからにはそれなりの責任があると思って

います。 

  それから、３点目パブリックコメントですが、

さっき叶内議員が発言しておりましたが、あの

分析で私は正しいと思います。211件のうち23

件しか公表する対象とはしておりません。その

数字は正しいです。なぜ公表しなかったか。そ

の理由としては、確かに当局では、プライバシ

ーの問題とか、市が求めているパブリックコメ

ントの回答にそぐわないとか、それから身分を

明らかにしていないとかと言っていますが、新

庄市でパブリックコメントを始めてこんなたく

さん集まったことはないわけです。それだけ市

民の一人一人が大きな関心と新庄の将来を心配

して意見をしているわけですから、全部その他

の意見については黒塗りだよというのはあまり

にもちょっと強引過ぎる手法ではないでしょう

か。23件の公表をもって公表しているという佐

藤議員の理解には私は同意しかねます。 

  以上です。 

１７番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

髙橋富美子議長 佐藤卓也さん。 

１７番（佐藤卓也議員） 分かりました。パブリ

ックコメントのこれ、私はここに書いていると

おり読んだんですけれども、パブリックコメン

トを公開していないと言っていますが、23件で

も公開していますので、その文章の意味がちょ

っと分からなかったので、しっかり公開してい

ますよねということをお聞きしたかったという

ことです。 

  また、今回、３番目のことについて、維持管

理費が明細されています。もし間違っていたら

というんですけれども、約1,000万円、市で560

万円、これは案分でそうなっているんですけれ

ども、ぴったりそうはならないと思います。お

おむねそれでいくんではないですかね。それが

要は１円までぴったり合うなんていうことは市

議会でもなかなかなかったわけで、そこまでそ

うこだわる必要があるのかちょっとお伺いした

いと思います。明細と書かれていますので、ど

ういった意味でそういうふうに書かれているの

かなとは思いましたので、お聞きしたいと思い
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ます。 

  また、この２番についてですが、エコロジー

ガーデンの景観が損なわれてしまうと言ってい

るんですけれども、先ほども八鍬議員のほうで

したっけ、修正の前ですか、補正のところで、

空いている土地に造ればいいんではないかと、

北側に造ればいいんではないかとおっしゃって

いたかと思うんですけれども、そちらのほうが

景観が壊れるような気はするんですけれども、

私はそういうふうに感じますけれども、だから

こそエコロジーガーデンの外に駐車場を造って、

エコロジーガーデンの景観を損ねないようした

ほうがいいと私は思うんですけれども、そこら

辺の考えについて、３つ、もう一回質問させて

いただきます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

髙橋富美子議長 八鍬長一さん。 

４ 番（八鍬長一議員） 思い出しやすいやつか

らいきましょう。最初にパブリックコメントで

すが、公表したと言っているのは市のほうです。

私は、あの23件の公表をもって、市民に求めた

パブリックコメントが公表されたとは思ってお

りません。むしろ市民グループが情報公開を求

めて、それなりに分析して、黒塗りの部分につ

いてはどう思って市民が書いたんだろうか、そ

ういう分析をしております。私はそのほうが正

しいんではないかなと思います。あえてそこま

で言うんですから、言わせてもらいますが、

211件のうち、何らかの形であそこはふさわし

くない、反対だと言っている人が188件、実に

89％なんです。これを市民の人口に合わせたら

どうなるんでしょうか。そこを私は、物は造っ

たけれども、その後、市民がその箱物に対して

どう向き合っていくかという点で非常に大事だ

と思っております。 

  あと、中に駐車場を造る、景観の違いがどう

かというのは、そこはお互い言い合ってもへ理

屈でしょうから、やめておきます。邪魔になら

ないように駐車場は造ればいいわけですから。 

  あと、維持管理費、アバウトで1,000万円と

言っているからいいべやというんだけれども、

その根拠を示してくださいというのは全員協議

会でも２回ぐらい言ったのあったのかな、議員

から。私ではないです、ほかの議員から。だけ

れども、約1,000万円で、国との負担比率から

いいますとこのぐらいですという数字は言った

んですが、そのためには電気代が何ぼ、除雪費

が何ぼ、これからあの箱物の維持管理、それか

ら便所掃除、そのほかにもいろいろあるわけで

すけれども、そういう明細はある程度出てもい

いんではないでしょうか。1,000万円と言った

限りは、それで何とかするから任せろというん

では、それは説明になっていないと思います。 

  以上です。 

髙橋富美子議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより修正案に対する討論に入ります。た

だいまのところ討論の通告はありません。討論

ありませんか。 

３ 番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

髙橋富美子議長 討論の発言を許します。修正案

に対して反対討論ですか、賛成討論ですか。 

３ 番（新田道尋議員） 修正案に賛成です。 

髙橋富美子議長 修正案に賛成として、新田道尋

さん。 

   （３番新田道尋議員登壇） 

３ 番（新田道尋議員） 勁草21、新田道尋でご

ざいます。私は、この修正案に賛成する立場で

討論をいたします。 

  高速交通網の整備が進み、南東北の十字路に

なる新庄市がどんな選択をするのか注目されて

います。去年の秋、市長は２つの道の駅設置を

打ち出しました。このたびの補正予算は、その

うち国と一体型で整備するといっても、事実上、
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新庄市単独で設置するエコロジーガーデン周辺

の道の駅であります。 

  もともと市長は、全国で1,100を超える道の

駅では採算性が悪く、赤字のところもほとんど

であることから、設置する考えがないと言い続

けてきました。いついかなる理由で考えが変わ

ったか分かりませんが、１か所どころかエコロ

ジーガーデン周辺とインターチェンジ付近と２

つの道の駅を造ることに市民は驚いています。

考えが変わった、しかも２つの道の駅を市内に

造るという新庄市の進む方向が変わったのであ

れば、市民に対して丁寧な説明が必要でありま

す。市民から負託された者として当然のことで

あります。私は市民説明会の開催を何回も要求

してきましたが、拒否され実現に至っておりま

せん。市報で掲載しただけであります。 

  また、経費圧縮したといっても、４億1,250

万円の大事業であります。エコロジーガーデン

の駐車場を整備するための手法として、道の駅

の制度を使うと繰り返し発言してきましたが、

広い敷地がありながら駐車場のための用地取得

は全く無駄な投資であり、しかもかさ上げを要

するなど、エコロジーガーデンの景観が損なわ

れ、利用者の使い勝手が悪くなるだけでありま

す。この計画の強引な進め方についても批判し

なければなりません。 

  また、２月から３月にかけて市民にパブリッ

クコメントを求めました。市民からの意見を聞

きましたよという背景づくりとしか見えません。

市民の関心が高く、211件の意見が寄せられま

した。しかし、公表されたのは賛成意見中心で

23件のみです。民意に反した事業執行であって

はなりません。 

  交通量が減ることを選んで道の駅整備を進め

ることを認めるわけにはいきません。まだ協議

内容が調っていない中での予算執行はやめるべ

きで、当予算を取り下げて原点に戻り、新たに

執行部、議会双方協議を重ねるべきだと思うの

であります。人口が減り、財政規模が小さくな

っていくのは明白です。今こそ本当に何が必要

か、市民に寄り添い、知恵を出し合い、明日の

新庄をつくっていくことが求められます。その

ことを強く訴え、賛成討論とします。 

髙橋富美子議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより修正動議について採決いたします。 

  採決は電子表決システムにより行います。 

  議案第37号令和４年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）に対する修正案について、賛成の

方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタン

を押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 投票の結果は、賛成５票、反対

11票、賛成少数であります。よって、修正案は

否決されました。 

  これより原案について討論に入ります。ただ

いまのところ、討論の通告はありません。討論

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  採決は電子表決システムにより行います。 

  議案第37号令和４年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）について、原案のとおり決するこ
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とに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反

対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

髙橋富美子議長 投票の結果は、賛成12票、反対

４票、賛成多数であります。よって、議案第37

号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

髙橋富美子議長 以上で、今期臨時会の日程は全

て終了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日は大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時２１分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  髙 橋 富美子 

 

   会議録署名議員  押 切 明 弘 

 

    〃    〃   下 山 准 一 

 


